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労働時間等設定改善指針の改正について 

 
 
労働時間対策の推進につきましては、平素より格別の御協力をいただき、厚く御礼申し

上げます。 

さて、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成４年法律第９０号）及び同法

第４条第１項に基づく労働時間等設定改善指針（平成１８年厚生労働省告示第１９７号。

以下「指針」という。）については、平成２０年３月２４日に労働時間等設定改善指針の

全部を改正する告示（平成２０年厚生労働省告示第１０８号。別紙１）が公示され、本日

から適用することとされたところです（以下、改正後の指針について、「改正指針」とい

う。）。 

今般の改正は、平成１９年１２月にワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議にお

いて、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」（別紙２）及び「仕事と

生活の調和推進のための行動指針」（別紙３）が策定されたことを踏まえて行ったもので

あり、厚生労働省としては、今般の改正を機に、「労働時間等見直しガイドライン」と通

称をつけることとし、あらゆる機会を通じて改めて周知啓発を行い、仕事と生活の調和の

実現を目指して労働時間等の見直しを推進していくこととしております。 

貴職におかれましては、改正指針について、下記の事項に十分留意の上、「労働時間等

見直しガイドライン」という通称も活用していただきながら、内容の広報等について特段

の御配慮方よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 改正の趣旨 

仕事と生活の調和については、平成１９年１２月にワーク・ライフ・バランス推進官

民トップ会議において、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」（以

下「憲章」という。）及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（以下「行動指

針」という。）が策定されたところである。 

憲章においては、仕事と生活の調和の緊要性についての共通認識を整理した上で、仕

事と生活の調和が実現した社会の姿を示し、関係者（企業と働く者、国民、国及び地方

公共団体）それぞれが果たすべき役割を明示しており、行動指針においては、憲章で示

した目指すべき社会を実現するため、社会全体の目標としての数値目標等を設定してい

る。 

これらを踏まえ、労働時間等の設定の改善に関する取組を一層推進するため、今般策

定された憲章及び行動指針の趣旨を盛り込むべく指針を改正するものである。 



 

２ 改正の内容 

（１）憲章及び行動指針の基本的な内容・考え方の追加（改正指針前文関係） 

憲章及び行動指針が今般策定されたことを明記するとともに、それらの基本的な内

容・考え方について以下の通り追加したものであること。 

ア 憲章においては、国民的な取組の大きな方向性を示すものとして、仕事と生活の

調和の緊要性についての共通認識を整理した上で、仕事と生活の調和が実現した社

会とは、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を

果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人

生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」であり、具体的には、

「①就労による経済的自立が可能な社会」、「②健康で豊かな生活のための時間が

確保できる社会」及び「③多様な働き方・生き方が選択できる社会」を目指すべき

であるとし、その実現に向けた関係者の役割を明示していること。 

イ 行動指針においては、事業主や労働者及び国民の効果的な取組並びに国や地方公

共団体の施策の方針を示していること。 

ウ さらに、憲章及び行動指針においては、事業主及びその団体並びに労働者の役割

について、個々の企業の実情に合った効果的な進め方を互いに話し合い、生産性の

向上に努めつつ、職場の意識や職場風土の改革をはじめとする働き方の改革に自主

的に取り組み、民間主導による仕事と生活の調和に向けた気運を醸成することが重

要であることを示していること。 

 

（２）仕事と生活の調和の実現に向けた取組の必要性及び意義の追加（改正指針１（１）

関係） 

憲章において、仕事と生活の調和の実現に向けた取組は次のような必要性及び意義

があるとされていることを踏まえ、その旨を追加したものであること。 

ア 少子化の流れを変え、人口減少下でも多様な人材が仕事に就けるようにし、我が

国の社会を持続可能で確かなものとするために必要な取組であること。 

イ 企業の活力や競争力の源泉である有能な人材の確保・育成・定着の可能性を高め

るものでもあること。 

ウ 企業にとっては、「コスト」としてではなく、「明日への投資」として積極的に

とらえていく必要があること。 

 

（３）経営者に求められる役割の追加（改正指針１（４）関係） 

行動指針において、企業、働く者の取組として「経営トップがリーダーシップを発

揮し、職場風土改革のための意識改革、柔軟な働き方の実現等に取り組む。」とされ

ていることを踏まえ、その旨を追加したものであること。 

また、経営者の姿勢を明確にし、企業内の推進体制を確立するための例として、役

員等が指揮して労働時間等の設定の改善に取り組むことを示しているものであるこ

と。 

 

（４）各企業における計画的な取組の必要性の追加（改正指針１（５）関係） 

行動指針において、仕事と生活の調和した社会の実現に向けた企業、働く者、国民、



国及び地方自治体の取組を推進するための社会全体の目標が定められていることを踏

まえ、その内容を別表に示した上で、事業主が労働時間等の設定の改善を図るに当た

っては、このような社会全体の目標の内容も踏まえ、各企業の実情に応じて仕事と生

活の調和の実現に向けて計画的に取り組むことが必要である旨を追加したものである

こと。 

（５）事業主が講ずべき措置の内容の充実（改正指針２関係） 

ア 改正指針２（１）イ（ニ）関係（業務の見直し等） 

行動指針において、企業、働く者の取組として「労使で長時間労働の抑制、年次有

給休暇の取得促進など、労働時間等の設定改善のための業務の見直しや要員確保に取

り組む」こととされていることを踏まえ、これまで「要員計画の策定」としていたと

ころ、これを「要員確保等」としたものであること。 

なお、「要員確保等」の「等」には、例えば、より効率的に業務を処理できるよう

にするために組織の再編を行うことが含まれるものであること。 

イ 改正指針２（１）イ（ホ）関係（労働時間等の設定の改善に係る措置に関する計

画） 

行動指針において、「労働時間等の課題について労使が話し合いの機会を設けてい

る割合」の目標が設定されたことを踏まえ、労働時間等の設定の改善に係る措置に関

する計画の策定に当たっては、労使間の話合いの機会の重要性にかながみ、労働時間

等設定改善委員会をはじめとする労使間の話合いの機会において労働者の意見を聴

くなど、労働者の意向を踏まえることの必要性を追加したものであること。 

ウ 改正指針２（１）ロ関係（労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した

労働時間等の設定） 

行動指針において、「短時間勤務を選択できる事業所の割合」の目標が設定された

ことを踏まえ、労働者の抱える多様な事情に対応した労働時間等の設定のため、いわ

ゆる短時間正社員のような柔軟な働き方の活用を図ることの必要性を追加したもの

であること。 

エ 改正指針２（１）ハ関係（年次有給休暇を取得しやすい環境の整備） 

行動指針において、「年次有給休暇取得率」の目標が設定されたことを踏まえ、以

下の通り年次有給休暇の取得の現状及び意義を追加したものであること。 

① 年次有給休暇について、周囲に迷惑がかかること、後で多忙になること、職場

の雰囲気が取得しづらいこと等を理由に、多くの労働者がその取得にためらいを

感じていること。 

② 年次有給休暇の取得は、企業の活力や競争力の源泉である人材がその能力を十

分に発揮するための大きな要素であって、生産性の向上にも資するものであり、

企業にとっても大きな意味をもつものであること。 

オ 改正指針２（１）ハ関係（所定外労働の削減） 

行動指針において、「週６０時間以上の雇用者の割合」の目標が設定されたことを

踏まえ、以下の通り長時間労働の現状及びその抑制の必要性について追加したもので

あること。 

① 週６０時間以上の長時間労働者の割合が高水準となっており、特に３０代男性

で高くなっていること。 

② 長時間労働により、健康を損なう者が出るとともに、肉体的、精神的な疲労に



よって労働者の生産性にも影響を及ぼすおそれがあり、また、男性の家事・育児

時間が長時間労働等により短くなっていることから、このような長時間労働が恒

常的なものにならないようにする等その抑制を図る必要があること。 

カ 改正指針２（１）ヘ関係（ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用） 

行動指針において、「テレワーカー比率」の目標が設定されたことを踏まえ、テレ

ワークの活用を図る必要があること及び活用に当たっては、厚生労働省労働基準局長

が定めた「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドラ

イン」に基づき適切な就業環境の下での在宅勤務の実現を図る必要があることを追加

したものであること。 

キ 改正指針２（２）イ関係（特に健康の保持に努める必要があると認められる労働

者） 

行動指針において、「メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業所割合」の目標が

設定されたことを踏まえ、労働者の健康を守る予防策として、厚生労働大臣が定めた

「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を踏まえたメンタルヘルスケアの実施

とあわせ、労働時間等の設定の改善に取り組む必要があることを追加したものである

こと。 

ク 改正指針２（２）ロ関係（子の養育又は家族の介護を行う労働者） 

行動指針において、「第１子出産前後の女性の継続就業率」、「男女の育児休業取

得率」及び「６歳未満児の子どもを持つ男性の育児・家事関連時間」の目標が設定さ

れたことを踏まえ、以下の通り男女が共に職業生活と家庭生活の両立を実現できるよ

う配慮する必要性を追加したものであること。 

① 男性の育児等への参加が進んでおらず、また、出産後の女性が就業継続を希望

しながら離職を余儀なくされる場合が見られる現状を踏まえ、男女が共に職業生

活と家庭生活の両立を実現できるよう、一層の配慮をする必要があること。 

② その際には、男性の育児休業の取得促進等男性が育児等に参加しやすい環境づ

くりにも努める必要があること。 

ケ 改正指針２（２）ホ関係（自発的な職業能力開発を図る労働者） 

行動指針において、「自己啓発を行っている労働者の割合」の目標が設定されたこ

と、職業能力開発のための取組及び短時間勤務の活用の重要性について示されている

こと並びに職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第１０条の４第１項第２

号の規定を踏まえ、自発的な職業能力開発を図る労働者に配慮した労働時間等の設定

の方法として、勤務時間の短縮の措置を追加したものであること。 

コ 改正指針２（３）関係（事業主の団体が行うべき援助） 

行動指針において、企業、働く者の取組として「労使団体等は連携して、民間主導

の仕事と生活の調和に向けた気運の醸成などを行う。」こととされていることを踏ま

え、事業主団体による気運の醸成の必要性について追加したものであること。 

 

３ 指針の周知・啓発 

指針については、今般の改正を機に、「労働時間等見直しガイドライン」と通称をつ

け、さらなる周知啓発を行うこととしているので、この通称の活用も含め、改めてあら

ゆる機会を通じて周知啓発を図られたい。 

 


